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共
同
通
信
社
編
集
委
員
兼
論
説
委
員

平
井
久
志

ひ
ら
い　

ひ
さ
し　

一
九
七
五
年
共
同
通
信
社
に
入
社
。
外
信
部
、
ソ
ウ
ル
支
局

長
、
北
京
特
派
員
な
ど
を
経
て
現
職
。
著
書
に
『
ソ
ウ
ル

打
令
』『
北
朝
鮮
の
指
導
体
制
と
後
継
』
な
ど
が
あ
る
。

短
期
安
定
、長
期
不
安
定
の
後
継
体
制

い
つ
か
来
る
。
そ
う
わ
か
っ
て
い
て
も
、

金
正
日
死
去
の
ニ
ュ
ー
ス
に
世
界
は
ざ
わ
め
い
た
。

し
か
し
事
態
の
不
安
定
化
を
最
も
恐
れ
て
い
る
の
は
、

ほ
か
で
も
な
い
北
朝
鮮
当
局
だ
。

　

二
〇
一二
年
は
米
国
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
韓
国
、
台
湾
な

ど
で
選
挙
や
政
権
交
代
が
あ
る
「
激
動
の
年
」
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

を
前
倒
し
す
る
形
で
、
北
朝
鮮
の
金キ

ム
・
ジ
ョ
ン
イ
ル

正
日
総
書
記
が
昨
年
一
二
月
一
七

日
に
急
死
し
、
三
男
、
金キ

ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン

正
恩
氏
の
後
継
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
金

正
恩
後
継
体
制
と
い
う
ま
だ
政
権
基
盤
の
固
ま
っ
て
い
な
い
政
権
の
誕

生
で
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
は
さ
ら
に
不
透
明
に
な
っ
た
。

権
力
継
承
の
手
続
き

　

金
正
恩
氏
は
昨
年
一
二
月
一
九
日
に
金
総
書
記
の
死
亡
と
同
時
に
発

表
さ
れ
た
国
家
葬
儀
委
員
会
の
名
簿
で
は
「
金
正
恩
同
志
」
と
ト
ッ

プ
で
ラ
ン
ク
さ
れ
、「
喪
主
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　

労
働
党
中
央
委
や
国
防
委
員
会
な
ど
権
力
五
機
関
に
よ
る
訃
報

２
０
１
２
年
の
政
治
変
動　
北
朝
鮮

元
日
、
雪
の
平
壌
で
金
正
日
総
書
記
の

遺
影
に
献
花
す
る
人
々
（
Ａ
Ｐ
／
ア
フ
ロ
）
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「
す
べ
て
の
党
員
と
人
民
軍
将
兵
と
人
民
に
告
げ
る
」
で
は
、
金
正
恩
氏

は
「
卓
越
し
た
領
導
者
」「
尊
敬
す
る
金
正
恩
同
志
」「
偉
大
な
金
正
恩

同
志
」と
表
現
さ
れ
た
。
北
朝
鮮
当
局
の
公
式
発
表
で
、金
正
恩
氏
に「
領

導
者
（
指
導
者
）」
の
表
現
が
使
わ
れ
た
の
は
初
め
て
と
み
ら
れ
、
権
力

継
承
を
示
唆
し
た
。
さ
ら
に
北
朝
鮮
の
公
式
メ
デ
ィ
ア
は
金
正
恩
氏
を

「
最
高
司
令
官
」「
革
命
武
力
の
最
高
領
導
者
」「
党
中
央
委
首
班
」
な

ど
と
表
現
し
、
金
正
恩
氏
の
位
相
は
急
速
に
高
ま
っ
た
。

　

そ
し
て
、
一
二
月
二
八
日
に
は
葬
儀
・
告
別
式
が
行
わ
れ
た
。
北
朝

鮮
住
民
の
泣
き
叫
ぶ
光
景
が
中
継
さ
れ
た
が
、
一
九
九
四
年
の
故
金
日

成
主
席
の
死
去
に
比
べ
る
と
ど
こ
か
醒
め
た
雰
囲
気
も
あ
っ
た
。

　

翌
二
九
日
に
行
わ
れ
た
中
央
追
悼
大
会
で
金キ

ム
・
ヨ
ン
ナ
ム

永
南
最
高
人
民
会
議

常
任
委
員
長
は
「
わ
が
人
民
軍
隊
を
天
下
無
敵
の
革
命
強
軍
に
育
て

ら
れ
、
わ
が
祖
国
を
世
界
的
な
軍
事
強
国
、
堂
々
た
る
核
保
有
国
に

転
換
し
、
わ
が
人
民
が
代
々
孫
々
自
主
的
人
民
と
し
て
生
き
て
い
く
土

台
を
準
備
さ
れ
た
」
と
核
兵
器
開
発
を
賞
賛
し
た
。
さ
ら
に
「
革
命

偉
業
の
継
承
に
お
い
て
根
本
核
と
な
る
指
導
の
継
承
問
題
を
完
璧
に

解
決
し
た
の
は
、
金
正
日
総
書
記
が
わ
が
祖
国
の
運
命
と
子
孫
万
代
の

限
り
な
い
繁
栄
の
た
め
に
積
み
上
げ
た
最
も
貴
い
業
績
で
あ
る
」
と
金

総
書
記
を
称
え
た
。
金
総
書
記
の
業
績
と
し
て
核
保
有
国
に
な
っ
た
こ

と
と
金
正
恩
氏
を
後
継
者
に
し
た
こ
と
を
二
大
業
績
と
し
て
称
え
た

わ
け
だ
。

　

金
永
南
委
員
長
は
こ
の
上
で
金
正
恩
氏
を
「
わ
が
党
と
軍
隊
と
人

民
の
最
高
領
導
者
」
と
宣
言
し
、
金
正
恩
氏
が
後
継
者
で
あ
る
こ
と

を
公
式
に
確
認
し
た
。

　

北
朝
鮮
は
す
か
さ
ず
哀
悼
期
間
明
け
の
翌
三
〇
日
に
政
治
局
会
議

を
開
き
、
金
正
恩
氏
を
最
高
司
令
官
に
「
高
く
奉
じ
た
」。
最
高
司
令

官
は
北
朝
鮮
憲
法
で
は
国
防
委
員
長
の
兼
務
職
で
あ
り
、
党
政
治
局

に
は
最
高
司
令
官
を
任
命
す
る
権
限
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
任
命
」

で
は
な
く
「
高
く
奉
じ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。

　

金
正
日
総
書
記
も
一
九
九
一
年
一
二
月
二
四
日
に
最
高
司
令
官
に
就

任
し
た
が
、
こ
れ
は
党
中
央
委
員
会
の
「
推
戴
」
の
形
を
取
っ
た
。
当

時
の
憲
法
で
は
、
最
高
司
令
官
と
国
防
委
員
長
は
国
家
主
席
の
兼
務

職
で
あ
り
、
違
憲
的
措
置
で
あ
っ
た
。
当
然
、
党
中
央
委
に
は
最
高

司
令
官
の
選
出
権
限
は
な
い
。
父
子
と
も
に
超
法
規
的
な
手
続
き
で

最
高
司
令
官
に
な
っ
た
の
は
、
二
人
と
も
「
党
と
軍
隊
と
人
民
の
最
高

領
導
者
」
と
し
て
、
法
の
支
配
の
上
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

金
正
日
総
書
記
が
持
っ
て
い
た
重
要
職
責
は
「
党
総
書
記
」「
党
中

央
軍
事
委
員
長
」「
国
防
委
員
長
」「
最
高
司
令
官
」
の
四
職
責
で
あ

る
。
金
正
恩
氏
が
ま
ず
最
高
司
令
官
に
就
任
し
た
の
は
、父
の
「
先
軍
」

路
線
を
踏
襲
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
を
内
外
に
誇
示
す
る
た
め
で

あ
ろ
う
。
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党
が
後
継
者
を
支
え
る
体
制

　

ま
た
、
こ
れ
を
党
政
治
局
で
決
定
し
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

金
総
書
記
は
二
〇
〇
八
年
八
月
に
「
脳
卒
中
」
に
襲
わ
れ
健
康
が
悪

化
し
た
。
そ
の
後
に
、
自
身
の
死
後
の
準
備
に
掛
か
り
、
金
正
恩
氏
を

後
継
者
に
決
定
し
、
金
正
恩
後
継
体
制
の
基
盤
を
つ
く
る
た
め
に
一
〇

年
九
月
に
党
代
表
者
会
を
開
催
し
て
、
党
の
再
建
を
行
っ
た
。

　

す
べ
て
を
自
分
自
身
で
決
定
す
る
「
金
正
日
時
代
」
に
は
党
の
機
能

が
不
十
分
で
も
権
力
の
執
行
は
可
能
だ
っ
た
が
、
経
験
も
実
績
も
な
い

二
〇
歳
代
の
息
子
が
権
力
を
継
承
す
れ
ば
、
依
拠
す
る
の
は
や
は
り
朝

鮮
労
働
党
し
か
な
い
。
軍
人
た
ち
も
党
政
治
局
や
党
中
央
軍
事
委
に

取
り
込
み
、
党
が
後
継
者
を
支
え
る
体
制
を
準
備
し
た
。
そ
れ
が
党

代
表
者
会
で
あ
っ
た
。

　

金
総
書
記
の
葬
儀
・
告
別
式
で
最
も
注
目
を
集
め
た
の
は
金
総
書

記
の
棺
を
乗
せ
た
霊
柩
車
の
周
辺
を
固
め
た
金
正
恩
氏
を
含
め
た
八
人

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
霊
柩
車
の
左
側
に
は
金
正
恩
氏
、
張チ

ャ
ン
・
ソ
ン
テ
ク

成
沢
国

防
委
員
会
副
委
員
長
（
党
行
政
部
長
）、
金キ

ム
・
ギ
ナ
ム

己
男
党
書
記
（
党
宣
伝
扇

動
部
長
）、
崔チ

ェ
・
テ
ボ
ク

泰
福
党
書
記
（
最
高
人
民
会
議
議
長
）
が
、
左
側
に
は

李イ
・

英ヨ
ン

鎬ホ

軍
総
参
謀
長
、
金キ

ム
・
ヨ
ン
チ
ュ
ン

永
春
人
民
武
力
部
長
、
金キ

ム
・
ジ
ョ
ン
ガ
ク

正
角
軍
総
政
治

局
第
一
副
局
長
、
禹ウ

・
ド
ン
チ
ュ
ク

東
則
国
家
安
全
保
衛
部
第
一
副
部
長
が
配
置
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
七
人
が
金
正
恩
後
継
体
制
を
支
え
る
核
心
的
人
物
で
あ

る
こ
と
を
内
外
に
示
す
も
の
だ
っ
た
。
右
側
が
「
党
」
で
、左
側
が
「
軍
」

で
金
正
恩
後
継
体
制
を
支
え
る
核
心
勢
力
だ
。

　

張
成
沢
国
防
委
副
委
員
長
は
、
金
正
恩
氏
が
国
防
委
や
党
中
央
軍

事
委
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
金
総
書
記
の
霊
前
を
訪
問
し
た
際
に
、
大

将
の
階
級
章
を
付
け
た
軍
服
姿
で
登
場
し
、
驚
か
せ
た
。
こ
れ
は
張
成

沢
氏
が
党
だ
け
で
な
く
軍
に
も
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
現
在
の
北
朝
鮮
指
導
部
で
党
、
軍
、
内
閣
な
ど
の
政
府
機

関
の
す
べ
て
に
調
整
手
腕
を
発
揮
で
き
る
人
材
は
そ
う
多
く
は
な
い
。

張
成
沢
氏
は
金
正
恩
氏
の
義
理
の
叔
父
で
あ
る
と
と
も
に
そ
う
し
た
政

治
手
腕
を
持
つ
数
少
な
い
人
材
の
一
人
で
、
軍
部
で
金
正
恩
氏
の
最
側

近
と
み
ら
れ
る
李
英
鎬
総
参
謀
長
と
並
ん
で
金
正
恩
後
継
体
制
を
支

え
る
と
み
ら
れ
る
。

　

国
家
葬
儀
委
員
会
の
名
簿
は
金
正
恩
時
代
の
権
力
序
列
を
み
る
一つ

の
め
や
す
で
は
あ
る
が
、
党
の
序
列
に
従
っ
た
や
や
形
式
的
な
序
列
だ
。

　

金
正
恩
氏
を
支
え
る
の
は
政
治
局
常
務
委
員
三
人
、
政
治
局
員
一
〇

人
、
政
治
局
員
候
補
一
三
人
と
呉オ

・

克グ
ク

烈リ

国
防
委
副
委
員
長
の
二
七
人

で
あ
ろ
う
。
金
総
書
記
が
死
亡
し
、
昨
年
に
行
わ
れ
た
五
回
の
霊
前
訪

問
、
中
央
追
悼
大
会
参
加
者
で
発
表
さ
れ
た
序
列
な
ど
は
ほ
ぼ
こ
の

二
七
人
で
固
定
さ
れ
、
序
列
も
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。

　

金
正
恩
後
継
体
制
は
金
正
恩
氏
を
「
象
徴
首
領
」
と
し
て
ト
ッ
プ
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に
仰
ぎ
、
核
心
メ
ン
バ
ー
八
人
を
含
め
た
二
七
人
と
公
安
機
関
幹
部
を

母
体
に
し
た
集
団
指
導
体
制
と
い
う
の
が
実
態
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
金
正
恩
氏
を
最
高
司
令
官
に
「
高
く
奉
じ
た
」

の
が
党
政
治
局
会
議
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

注
目
す
べ
き
は
一
連
の
報
道
で
、
金
総
書
記
の
実
妹
の
金キ

ム
・
ギ
ョ
ン
ヒ

慶
喜
党

政
治
局
員
が
序
列
五
位
、
党
代
表
者
会
で
政
治
局
や
党
中
央
軍
事

委
か
ら
外
さ
れ
た
軍
部
の
実
力
者
、
呉
克
烈
国
防
委
副
委
員
長
が
序

列
一
三
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
二
人
は
今
後
、
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
慶
喜
政
治
局
員
は
、
異
母
兄
の
長
男
、

金キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ナ
ム

正
男
氏
や
次
男
、
金キ

ム
・
ジ
ョ
ン
チ
ョ
ル

正
哲
氏
、
さ
ら
に
は
金
日
成
主
席
の
息
子
で

あ
る
金キ

ム
・
ピ
ョ
ン
イ
ル

平
日
駐
ポ
ー
ラ
ン
ド
大
使
な
ど
金
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
調
整
役
で
あ

り
、
国
民
に
対
し
て
も
「
金
日
成
主
席
の
娘
」
と
し
て
そ
の
存
在
意

義
は
大
き
い
。

　

呉
克
烈
国
防
委
副
委
員
長
は
一
九
七
九
年
、
四
八
歳
で
軍
総
参
謀

長
に
就
任
し
た
軍
の
実
力
者
だ
。
呉
振
宇
人
民
武
力
部
長
と
の
対
立

で
八
八
年
総
参
謀
長
を
解
任
さ
れ
る
が
、
八
九
年
に
党
作
戦
部
長
に

就
任
し
た
。
工
作
部
門
の
実
力
者
と
し
て
軍
へ
の
影
響
力
を
維
持
し
、

二
〇
〇
九
年
二
月
に
国
防
委
副
委
員
長
に
就
任
し
た
。
韓
国
情
報
筋

の
分
析
な
ど
で
は
、
呉
克
烈
副
委
員
長
は
「
権
力
継
承
は
時
間
を
掛

け
て
や
る
べ
き
」
と
い
う
立
場
で
、
金
正
恩
推
戴
勢
力
と
は
距
離
を
置

い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
一
〇
年
九
月
の
党
代
表
者
会
で
は
党
中

央
委
員
に
選
出
さ
れ
た
だ
け
で
権
力
中
枢
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
。
し

か
し
、
金
総
書
記
死
後
の
報
道
で
は
序
列
一
三
位
に
ま
で
上
が
っ
て
い

る
。
政
治
局
員
で
あ
る
姜
錫
柱
副
首
相
よ
り
上
位
で
あ
り
政
治
局
員

待
遇
と
い
っ
て
よ
い
。
後
継
政
権
安
定
の
た
め
に
呉
克
烈
副
委
員
長
を

取
り
込
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。

党
総
書
記
へ
の
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ

　

北
朝
鮮
の
今
年
の
政
治
日
程
と
し
て
は
二
月
の
一
六
日
の
金
正
日
総

書
記
の
誕
生
七
〇
周
年
、
四
月
一
五
日
の
金
日
成
主
席
誕
生
一
〇
〇
周

年
、
四
月
二
五
日
の
人
民
軍
創
建
八
〇
周
年
な
ど
が
あ
る
。

　

北
朝
鮮
は
こ
こ
数
年
、二
〇
一二
年
に
「
強
盛
大
国
の
大
門
を
開
く
」

と
い
う
政
治
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
年
元
日

に
発
表
さ
れ
た
党
機
関
紙
「
労
働
新
聞
」
な
ど
三
紙
の
「
新
年
共
同

社
説
」
は
「
金
正
恩
同
志
は
す
な
わ
ち
金
正
日
同
志
」
と
し
て
、
金

正
恩
氏
へ
の
忠
誠
と
団
結
が
強
調
さ
れ
、「
人
民
生
活
の
向
上
」
へ
の

訴
え
は
レ
ベ
ル
ダ
ウ
ン
さ
れ
た
。「
強
盛
大
国
」
に
代
わ
り
「
強
盛
復

興
」
や
「
強
盛
国
家
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、
住
民
が
抱
い
て
い
た

「
二
〇
一二
年
に
な
れ
ば
少
し
は
生
活
が
よ
く
な
る
の
で
は
」
と
い
う
期

待
を
、
金
正
日
総
書
記
へ
の
追
悼
と
金
正
恩
氏
へ
の
忠
誠
に
す
り
替
え

て
し
ま
っ
た
。
共
同
社
説
の
内
容
は
新
味
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
、
北
朝
鮮
は
二
月
一
六
日
の
金
正
日
総
書
記
の
誕
生
日
ま
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で
は
現
在
の
「
追
悼
と
忠
誠
」
路
線
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
二

月
一
六
日
か
ら
は
、故
金
日
成
主
席
の
誕
生
一
〇
〇
周
年
と
い
う
「
慶
祝
」

に
向
け
て
社
会
的
な
雰
囲
気
を
切
り
替
え
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
さ

ら
に
、
人
民
軍
創
建
八
〇
周
年
の
四
月
二
五
日
に
は
金
正
恩
氏
は
主
席

壇
の
上
で
、
最
高
司
令
官
と
し
て
大
規
模
軍
事
パ
レ
ー
ド
を
閲
兵
す
る

で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
ま
だ
継
承
し
て
い
な
い
党
総
書
記
、
党
中
央
軍
事
委
員
長
、

国
防
委
員
長
の
職
責
を
い
つ
ど
の
よ
う
に
継
承
す
る
か
で
あ
る
。
金
正

恩
氏
が
金
総
書
記
の
死
亡
か
ら
わ
ず
か
二
週
間
で
最
高
司
令
官
に
就

任
し
た
の
は
、
金
正
恩
氏
の
政
権
基
盤
が
脆
弱
な
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

政
権
基
盤
が
弱
い
か
ら
こ
そ
「
党
と
軍
隊
と
人
民
の
最
高
指
導
者
」
と

い
う
立
場
だ
け
で
は
弱
く
、
手
続
き
を
無
視
し
て
最
高
司
令
官
の
座
に

就
い
た
。

　

こ
れ
を
考
え
る
と
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
一つ
は
四

月
一
五
日
ま
で
に
党
総
書
記
や
国
防
委
員
長
に
就
任
す
る
選
択
だ
。
北

朝
鮮
は
例
年
、
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
に
予
算
や
決
算
を
討
議
す

る
最
高
人
民
会
議
を
開
催
す
る
。
国
防
委
員
長
就
任
は
こ
こ
で
行
え

ば
問
題
は
な
く
、
こ
れ
で
最
高
司
令
官
就
任
の
手
続
き
問
題
も
解
消

す
る
。

　

問
題
は
党
総
書
記
で
あ
る
。
党
書
記
は
本
来
、
党
大
会
で
の
決
定

事
項
だ
。
す
く
な
く
と
も
党
代
表
者
会
の
開
催
が
必
要
だ
。
現
在
の

北
朝
鮮
の
状
況
で
は
四
月
一
五
日
ま
で
の
党
大
会
や
党
代
表
者
会
を
開

催
す
る
の
は
難
し
く
、
こ
れ
に
代
わ
り
、
手
続
き
的
に
は
若
干
の
問
題

は
あ
る
が
党
中
央
委
総
会
を
開
催
し
て
党
総
書
記
へ
「
推
戴
」
す
る
可

能
性
が
あ
ろ
う
。
金
日
成
時
代
に
は
最
高
人
民
会
議
の
開
催
直
前
に

党
中
央
委
総
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
一
気
に
党
書
記
、
国
防
委
員
会

へ
の
就
任
を
決
定
し
、
四
月
二
五
日
の
人
民
軍
創
建
八
〇
周
年
に
は
す

べ
て
の
職
責
を
も
っ
て
臨
む
可
能
性
が
あ
る
。

　

も
う
一つ
の
可
能
性
は
、
春
に
は
国
防
委
員
長
就
任
だ
け
に
し
て
、

秋
に
党
大
会
か
党
代
表
者
会
を
開
催
し
て
党
総
書
記
、
党
中
央
軍
事

委
員
長
に
就
任
す
る
と
い
う
二
段
階
方
式
を
取
る
と
い
う
選
択
だ
。
党

大
会
は
六
ヵ
月
前
に
予
告
が
必
要
で
手
続
き
が
煩
雑
な
た
め
に
、
こ
の

場
合
も
党
代
表
者
会
の
ほ
う
が
、
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

南
北
・
日
朝
関
係
は
停
滞
、
米
朝
関
係
は
進
展
も

　

金
正
恩
後
継
政
権
の
対
外
路
線
も
注
目
さ
れ
る
。
最
も
明
確
に
打

ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
対
南
路
線
だ
。
金
正
恩
後
継
政
権
は
ス
タ
ー
ト

最
初
の
声
明
と
し
て
昨
年
一
二
月
三
〇
日
に
「
民
族
の
大
国
喪
時
に
犯

し
た
李イ

・
ミ
ョ
ン
バ
ク

明
博
逆
賊
一
味
の
万
古
大
罪
を
最
後
ま
で
決
算
す
る
だ
ろ
う
」

と
題
し
た
国
防
委
員
会
声
明
を
発
表
し
、
韓
国
の
民
間
団
体
の
弔
問

を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
、
口
を
極
め
て
非
難
し
た
。

　

北
朝
鮮
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
韓
国
で
今
年
四
月
に
総
選
挙
、
一
二
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月
に
大
統
領
選
挙
が
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
北
朝
鮮
は
李
明

博
政
権
と
宥
和
的
な
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
与
党
、
ハ
ン
ナ
ラ
党
に
有
利

に
作
用
す
る
と
判
断
し
、
金
大
中
元
大
統
領
夫
人
ら
の
弔
問
を
受
け

入
れ
て
、
韓
国
で
政
権
交
代
が
実
現
す
れ
ば
、
南
北
和
解
が
実
現
す

る
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
韓
国
民
に
送
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
「
李
明

博
逆
賊
一
味
は
永
遠
に
相
手
に
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
そ
の
ま
ま
現
実
の
も
の
に
な
り
、
李
明
博
政
権
の
実
質
的
任
期
が
今

年
末
ま
で
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
（
正
式
の
任
期
は
来
年
二
月
ま

で
）、
南
北
首
脳
会
談
な
ど
の
可
能
性
は
消
え
た
と
み
ら
れ
る
。
今
年

の
党
機
関
紙
「
労
働
新
聞
」
な
ど
三
紙
の
新
年
共
同
社
説
は
韓
国
の

李
明
博
政
権
を
あ
か
ら
さ
ま
に
非
難
し
、
在
韓
米
軍
の
撤
収
を
主
張

し
た
。
昨
年
の
共
同
社
説
は
「
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
と
全
朝
鮮
半
島

の
非
核
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
我
々
の
立
場
と
意
志
に
変
わ
り
は
な

い
」
と
し
た
が
、今
年
は
対
米
や
核
、ミ
サ
イ
ル
へ
の
言
及
は
な
か
っ
た
。

　

昨
年
一
二
月
下
旬
に
は
米
朝
は
北
京
で
第
三
回
協
議
を
行
う
は
ず

だ
っ
た
が
、
金
総
書
記
の
急
死
で
延
期
に
な
っ
た
。
米
朝
は
北
朝
鮮
が

ウ
ラ
ン
濃
縮
を
暫
定
的
に
中
断
し
、
米
国
が
こ
れ
を
評
価
し
て
二
四
万

ト
ン
の
栄
養
支
援
と
い
う
形
の
食
糧
支
援
を
す
る
こ
と
で
合
意
し
て
い

た
と
い
う
。
米
朝
は
今
年
早
期
の
六
ヵ
国
協
議
の
再
開
を
視
野
に
入
れ

て
い
た
は
ず
だ
。

　

共
同
社
説
が
対
米
関
係
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
消
極
的
な
姿
勢
と

い
う
よ
り
は
、
金
正
恩
後
継
政
権
の
対
米
ス
タ
ン
ス
が
決
ま
っ
て
い
な

い
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
先
軍
政
治
を
標
榜
し
て
い
る
中
で
、
ウ
ラ
ン

濃
縮
の
停
止
を
す
ぐ
に
打
ち
出
し
に
く
い
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
濃
縮
の
暫
定
的
な
中
断
を
金
総
書
記
の
「
遺
訓
」
と
す
れ
ば
再

開
さ
れ
る
第
三
回
米
朝
協
議
に
は
弾
み
が
つ
く
は
ず
だ
。
六
ヵ
国
協
議

は
北
朝
鮮
の
核
を
廃
棄
す
る
た
め
の
国
際
協
議
だ
っ
た
が
、
北
朝
鮮
を

対
話
の
テ
ー
ブ
ル
に
入
れ
る
た
め
に
北
朝
鮮
の
核
を
管
理
す
る
協
議
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

北
朝
鮮
の
朝
鮮
中
央
通
信
は
一
月
三
日
に
日
本
政
府
が
金
総
書
記
の

死
亡
に
弔
意
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
や
、在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会（
朝

鮮
総
連
）
の
許
宗
万
責
任
副
議
長
ら
の
北
朝
鮮
へ
の
弔
問
を
認
め
な

か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
「
日
朝
関
係
の
展
望
を
さ
ら
に
暗
い
も
の
に
し

た
。
わ
が
軍
隊
と
人
民
は
決
し
て
許
さ
な
い
」
と
し
た
。

　

北
朝
鮮
の
こ
う
し
た
姿
勢
か
ら
南
北
と
と
も
に
日
朝
も
近
い
将
来
に

大
き
な
進
展
を
望
む
の
は
難
し
い
情
勢
だ
。
朝
鮮
中
央
通
信
の
論
評
は

拉
致
問
題
を
「
も
は
や
存
在
し
な
い
問
題
」
と
主
張
し
た
が
、
拉
致
問

題
の
解
決
の
た
め
に
も
日
朝
間
の
対
話
の
パ
イ
プ
が
必
要
だ
。

　

小
泉
首
相
と
金
総
書
記
が
二
〇
〇
二
年
に
サ
イ
ン
し
た
日
朝
平
壌
宣

言
は
、
金
総
書
記
が
自
ら
サ
イ
ン
し
た
数
少
な
い
外
交
文
書
で
、
日
本

外
交
の
得
難
い
成
果
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
さ
ま
ざ
ま
な
パ
イ
プ
を
動

員
し
、
早
期
に
日
朝
外
交
協
議
を
再
開
し
、
金
正
恩
後
継
政
権
と
日
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朝
平
壌
宣
言
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
宣
言
も
金
総
書
記
の「
遺

訓
」
で
あ
る
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ
。

　

そ
の
上
で
、
福
田
政
権
下
の
二
〇
〇
八
年
八
月
の
日
朝
合
意
に
立
ち

戻
る
べ
き
だ
。
日
本
国
内
で
は
北
朝
鮮
が
一
方
的
に
拉
致
の
再
調
査
の

約
束
を
ほ
ご
に
し
た
と
す
る
意
見
が
多
い
が
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。

当
時
の
合
意
は
北
朝
鮮
が
再
調
査
委
を
立
ち
上
げ
再
調
査
を
行
い
、

同
時
に
日
本
は
人
的
往
来
と
航
空
チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
規
制
と
い
う
制
裁

の
一
部
を
解
除
す
る
と
い
う
同
時
履
行
の
約
束
で
あ
り
、
北
朝
鮮
側
の

一
方
的
な
措
置
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
福
田
首
相
の
突
然
の
退
陣
で

実
現
し
な
か
っ
た
。

い
ま
こ
そ
関
与
政
策
を
強
化
す
べ
し

　

金
正
恩
後
継
政
権
は
短
期
的
に
は
安
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る

程
度
の
準
備
を
し
て
い
た
と
は
い
え
、
急
に
訪
れ
た
金
総
書
記
の
死
亡

と
い
う
緊
急
事
態
で
、
政
権
を
担
う
既
得
権
層
は
、
い
っ
た
ん
は
団
結

す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
求
心
点
が
「
党
と
軍
隊
と
人
民
の
最
高

領
導
者
」
で
あ
る
金
正
恩
氏
だ
。
当
面
は
金
総
書
記
の
「
遺
訓
」
を

奉
じ
て
既
存
の
先
軍
路
線
を
踏
襲
す
る
し
か
な
い
。
今
年
前
半
は
そ
う

い
う
状
況
が
続
く
だ
ろ
う
。
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
身
を
固
め
、
針
を

立
て
て
体
制
防
衛
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
北
朝
鮮
も
い
つ
か
は
状
況
に
応
じ
た
対
応
を
求
め
ら
れ
る
。

金
正
恩
氏
を
支
え
る
推
戴
勢
力
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
い
。
推
戴

勢
力
内
部
の
葛
藤
が
生
ま
れ
る
素
地
が
あ
る
。

　

金
正
恩
氏
に
は
金
日
成
主
席
や
金
正
日
総
書
記
の
よ
う
な
経
験
も

実
績
も
な
く
、
カ
リ
ス
マ
性
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
指
導
部
内
部
で
意

見
の
対
立
が
あ
っ
て
も
金
総
書
記
の
強
権
に
よ
っ
て
判
断
し
、
反
対
勢

力
は
す
ぐ
さ
ま
粛
清
さ
れ
た
。
し
か
し
、
金
正
恩
氏
に
そ
う
し
た
強
権

が
あ
る
と
は
思
え
ず
、
意
見
や
利
害
の
対
立
は
推
戴
勢
力
内
部
の
葛

藤
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
党
と
軍
の
葛
藤
、
軍
内
部
の
葛
藤
な

ど
の
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
金
正
恩
後
継
政
権
は
、

短
期
的
に
は
安
定
し
て
い
る
が
、
中
長
期
的
に
は
不
安
定
で
あ
る
。

　

特
に
金
正
恩
氏
が
今
年
春
に
す
べ
て
の
公
職
に
就
任
す
れ
ば
、
四

月
二
五
日
の
人
民
軍
創
建
八
〇
周
年
以
降
の
大
き
な
政
治
イ
ベ
ン
ト
は

な
く
な
る
。
さ
ら
に
米
国
の
一一
月
の
、
韓
国
の
一
二
月
の
大
統
領
選
で

の
権
力
の
空
白
を
狙
っ
て
緊
張
を
激
化
さ
せ
る
可
能
性
は
排
除
で
き
な

い
。「
強
盛
大
国
の
大
門
を
開
く
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
信
じ
て
き
た

北
朝
鮮
住
民
の
前
に
現
れ
た
の
が
一
向
に
向
上
し
な
い
生
活
だ
と
い
う

閉
塞
感
が
充
満
し
、
そ
れ
が
政
権
の
不
満
へ
と
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
糊

塗
す
る
た
め
に
、
情
勢
の
緊
張
を
作
り
出
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

そ
の
意
味
で
、
国
際
社
会
は
、
い
ま
こ
そ
北
朝
鮮
と
対
話
の
場
を
構

築
し
、
関
与
政
策
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
正
恩
後
継
政
権

を
国
際
的
な
孤
立
に
追
い
込
み
、
暴
走
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
■




